
経営発達⽀援計画の概要 

 

実施者名 

（法⼈番号） 

⼤津商⼯会議所（法⼈番号 8160005000030） 

⼤津市（地⽅公共団体コード 252018） 

実施期間 2023/04/01 〜 2026/03/31 

⽬標 経営発達⽀援事業の⽬標 

・持続的発展のための経営基盤強化 

・起業・創業の促進と新産業創出 

・地域内消費の促進と地域特性や資源を活かしたビジネスの育成 

 

 

 

 

事業内容 Ⅰ．経営発達⽀援事業の内容 

1. 地域経済動向調査に関すること 

⼤津企業景況調査、RESAS の分析を実施することで、地域経済の現状把握や将

来予測に役⽴て、⼩規模事業者の経営判断や、経営指導員等が経営指導を⾏う際

の参考資料とする。 

2. 需要動向調査に関すること 

店頭アンケートや中⼼市街地の需要動向調査を実施し、事業者にフィードバック

することで、⾃社商品の改良につなげる。 

3. 経営状況の分析に関すること 

事業者⾃⾝が認識していない、または顕在化していない経営上の課題を把握し、

的確な対応と経営改善の提案を⾏う。 

4. 事業計画の策定⽀援 

⼩規模事業者ごとのステージに応じた事業計画を策定し、計画的に経営を⾏って

いただくことで、さらなる事業の発展につなげる。 

5. 事業計画策定後の実施⽀援 

策定した事業計画の進捗を確認し、実⾏が後回しにならないよう、事業計画策定

後のフォローアップを⾏う。 

6. 新たな需要の開拓⽀援 

展⽰会の出展や海外販路開拓、IT を活⽤した販路開拓を実施し、経営資源が乏



しく、独⾃で実施することが困難な⼩規模事業者を⽀援する。 

連絡先 ⼤津商⼯会議所 中⼩企業振興部 

〒520-0806 滋賀県 ⼤津市 打出浜２番１号 コラボしが２１ ９階 

TEL:077-511-1500  FAX:077-526-0795 

e-mail:sodansho@otsucci.or.jp 

⼤津市 産業観光部 商⼯労働政策課 

〒520-8575 滋賀県 ⼤津市 御陵町 3-1  

TEL:077-528-2755 FAX:077-523-4053 

e-mail:otsu1601@city.otsu.lg.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．目標 

 

（１）地域の現状と課題 

①現状 

【立地】 

大津市は滋賀県の県庁所在地。歴史的にはかつて近江大津宮の都が置かれ、江戸時代には東

海道の宿場町として多くの商人が集まり、商業都市「大津百町」として栄えた。当地は東海道

や北国街道の結節点として昔からの交通の要衝であり、現在も名神高速道路、京滋バイパス、

国道1号、国道161号が通り京阪神、名古屋方面への交通利便性も高い。鉄道網もJR東海道線

（4駅）やJR湖西線（12駅）、京阪電車（24駅）が整備され、交通上の立地条件には恵まれた

地域となっている。JR大津駅からはJR京都駅まで10分の至近に位置しており、大津市と京都

市は隣接している都道府県庁の距離が最も近いという特徴がある。また、大学・研究機関が数

多く立地し知的資源が集積していることや、日本最大の湖である琵琶湖をはじめ、世界遺産比

叡山延暦寺、三井寺、石山寺などの豊富な文化財、観光資源を有している。平成２１年には中

核市へと移行したが、大津市は市町村合併を繰り返した歴史があるため、南北に４５．６㎞、

東西に２０．６㎞の細長い地形になっており、現在市内には当所の他、大津北商工会、瀬田商

工会が併存している。それぞれの地域において核となる商圏を有しているため、分散型の都市

構造となっており、必ずしも中心市街地である大津駅から浜大津エリアが集客力を有している

とはいえない。 

 

「大津市の交通環境」 
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（図 1）大津市の人口推移 

出典：RESAS 地域経済分析システム 

（図 2）産業 3区分別事業所の比率 

（図 3）事業数の推移 

出典：平成 28 年経済センサス活動調査 

【人口】 

大津市は全国的にも数少ない人口増加地域

であった。これは、京阪神のベッドタウンと

して、若い世代の転入があり、合計特殊出生

率も増えたことが要因となっている。 

大津市の特徴としては、昼夜間人口比率が

92.1％と低く、これは都道府県庁所在地の中

で、横浜市に次ぐ低い水準となっている。ま

た、2020 年までは人口は増加していたもの

の、今後は人口減少局面に入るとみられてお

り、一方で 65 歳以上の人口比率は高まるた

め、高齢化はよりいっそう進行することとな

る。                          

 

【産業】  

ア．業種別の商工業者数 

 大津市の産業 3 区分別事業所および従業員比率をみると、全国・県平均と比較し、第 1 次お

よび第 2 次産業の比率が低く、中でも、製造業の比率が特に低い。一方で、第 3 次産業の比率

が高く、不動産業、保健衛生・社会事業、卸売・小売業、情報通信業、金融・保険業、専門・科

学技術、業務支援サービス業等の県庁所在地、また中核市として、産業・業務機能等多様な産

業が集積していることが特徴となっている。 

 全体の事業所数は減少傾向にあり、ほぼ全ての業種で減少している。割合の多い業種では、

製造業、建設業、不動産業の減少が顕著であり、製造・建設業の第 2 次産業が最も減少率が高

い。一方で運輸業や医療・福祉関連の業種が増加している。特に医療・福祉関連は、平成 21 年

と比較すると、222 事業所、24％の増加となっており、第 3 次産業の減少率の抑制の要因とな

っている。 
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（表 1）産業区分別事業所数・従業員数の推移 

出典：平成 28 年経済センサス活動調査 

（図 4）大津市中小・小規模企業の景況感 

出典：大津商工会議所「大津企業景況調査報告書」 

 

 
            

イ．景況感 

 令和 2 年には、新型コロナウイルス感染症拡大による消費低迷や需要減少が幅広い分野で影

響を与え、大津市内の事業所の景況感は過去最悪となった。令和 3 年には、全ての業種で良化

し、プラス域となった業種もあったが、依然コロナ前の水準には戻っておらず、厳しい状況が

続いている。 
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（表 2）開業率・廃業率の比較 

出典：平成 28 年経済センサス基礎調査 

（図 5）経営上の課題 

出典：令和 4年度 大津市中小企業・小規模企業振興のためのアンケート調査 

  ウ．開業・廃業事業所数の推移 

大津市は、廃業率は全国比較で同水準であることに対し、開業率はやや高い傾向にある。 

一方で、滋賀県と比較すると、廃業率は高い水準にあることから、新陳代謝の激しい地域であ

るといえる。 

 

 
 

 

エ．経営上の問題点 

 大津市が実施したアンケート結果によると、経営上の課題は「従業員の確保・育成」が 24.0％

と最も高く、次いで「売上減少」（15.6％）、「社会情勢の影響による業績の低迷」（11.4％）があ

げられている。 

 また、ヒアリング調査では、人材の確保が難しいこと等の「人材不足・雇用の安定」や経営者

の高齢化と後継者がいないこと等の「事業承継問題」の声が多くあがっており、加えて、デジタ

ル化、社会活動・社会貢献、働き方改革への対応等の課題があげられている。 
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（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

  ①10年程度の期間を見据えて 

 市内の小規模事業者が、大津市の特性や地域資源を最大限に活かし、創意工夫と自助努力を重

ね、持続的な発展をすることは、市内経済の活性化と市民の暮らしの豊かさにつながる。 

 地域に活力をもたらす起業・創業や、事業承継による優良企業の継続を含めて、新しい時代に

即した価値を提供できるよう、大津市の多様な小規模事業者が個性豊かに活力を発揮することを

目指す。 

 大津市においても、新型コロナウイルス感染症拡大による影響をはじめ、人口減少・少子高齢

化による労働人口の減少、経済活動のグローバル化、デジタル化の急速な発展、カーボンニュー

トラルの実現化、SDGｓ理念の広がり等、小規模事業者を取り巻く環境は目まぐるしく変化し、

進化している。これに柔軟かつ迅速に対応するため、事業者・支援機関・関係団体が一体となっ

て連携し、事業環境の整備等を総合的に推進することにより、長期的な小規模事業者の事業活動

の活性化を図っていく。 

 

  ②「大津市総合計画実行計画」との連動制・整合性 

 大津市が策定している「大津市中小企業・小規模企業振興ビジョン」は、「大津市地域産業振興

条例」の中でも重要としている、事業活動の活性化について、中小企業・小規模企業に焦点を合

わせ策定し、振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものであり、本計画はこれと連動

して策定している。「大津市中小企業・小規模企業振興ビジョン」は「大津市総合計画実行計画」

に連動していることから、本計画についても、「大津市総合計画実行計画」と連動性・整合性は取

れているものである。 

 

  ③商工会議所としての役割 

 大津商工会議所（以下、当所）は、中期計画（令和 4 年度～令和 6年度）を策定している。 

 

【理念】 

 信頼され、役に立つ商工会議所 ～企業・地域・組織の活性化を目指して～ 

【基本方針】 

 1. 企業よし ～事業所のために～ 

 2. 地域よし ～地域全体のために～ 

 3. 組織よし ～組織活性化のために～ 

【基本指針（取組むテーマ）】 

 ・経営者に寄り添った地域企業の成長支援 

 ・事業者が成果を出しやすい活力ある地域づくり 

 ・会員や職員が当事者となり積極的に参加する商工会議所の組織づくり 
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本計画は、従前の理念を達成すること、滋賀県や大津市の施策に対応することを目的に策定し

たものである。 

 地域経済を支える小規模事業者は、様々な問題・課題を抱えている状況である。こうした小規

模事業者に対して当所では、中期計画に基づき、これまで以上にきめ細かな伴走型支援を実施し

ていく。対話と傾聴による「経営分析」で小規模事業者が抱える課題を迅速に把握し、「事業計画

策定支援」、「課題解決手法の提案」で創意工夫と自助努力をできる体制を構築し、「『自走化』に

向けたフォローアップの実施」で持続的成長につなげていく。商工会議所として、これらをワン

ストップで取組むことで、自ら持続的に発展していくことのできる、意識の高い事業所をより多

く作り、地域全体の発展につなげることが、当所の役割である。 

 また、支援を行う過程で把握した、小規模事業者や地域の課題・ニーズを行政や関係機関と共

有し、施策に反映できるよう連携をさらに強化し、「小規模事業者の発展」と「地域の振興」に寄

与していく。 

  

（３）経営発達支援事業の目標 

 以上の地域の現状・課題や、「小規模事業者に対する長期的な振興のあり方」を踏まえたうえ

で、経営発達支援計画の目標および達成のための目標を以下のとおり設定する。 

 

①持続的発展のための経営基盤強化 （課題ア．イ．ウ．） 

 小規模事業者が、経営基盤の脆弱さや経営資源確保の困難性等の問題を克服し、自立した活力

ある企業として維持・発展することで、厳しい環境変化を乗り越えるための、経営基盤の強化に

つながる様々な活動を、経営者の「自走化」につながるよう積極的に支援する。 

 

ア．デジタル化の推進 

 情報提供やデジタル化に対する啓発を行いながら、小規模事業者の「人手不足」、「労働生産性

向上」等の経営課題に対応するために、問題意識の醸成から、DXの導入支援までを行う。 

 

イ．販路開拓の強化 

 新技術や新商品の開発と、その販路開拓に取組む小規模事業者のために、展示会出展や DX を

活用した販売戦略等、多角的な支援を実施する。 

 

ウ．事業承継支援の強化 

 円滑な事業承継の促進に向けて、情報提供や啓発を行いながら、事業承継を希望する小規模事

業者と経営資源を引継ぐ意欲のある経営者（小規模事業者）とのマッチング支援や、後継者育成、

事業承継対策に関する研修会等を実施する。 
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②起業・創業の促進と新産業創出 （課題ウ．） 

 起業家の発掘から、育成、地域への定着までを、創業者のニーズに応じて伴走支援していく。 

 また、市内小規模事業者がこれまで培ってきた技術や製品・商品、サービスの価値を高めつつ、

社会情勢やニーズを敏感に把握することで生まれる新たな産業の創出に取組むための支援を図

っていく。 

 

ア．創業環境の整備 

 定期的な創業セミナーの実施により、創業者の発掘・育成を行う。また、「特定創業支援事業計

画」の推進や、創業者に対する個別のオーダーメイド支援を強化することで、創業を目指す方々

が安心して事業実施を実現できる環境を創出する。 

 

イ．新たな事業創出の促進 

 カーボンニュートラル等の環境や社会への配慮、デジタル技術を活かした新ビジネス等、今後

成長が見込まれる新産業（新分野）に関連した事業の創出を支援し、経営革新計画への取組みや

スタートアップ企業の育成を目指し、行政や関係機関との連携を強化する。 

 

③地域内消費の促進と地域特性や資源を活かしたビジネスの育成 （課題エ．） 

 市内での消費喚起や観光消費の拡大を図ることで地域の賑いの創出、地域内消費の促進に取組

む。それにより、地域経済を活性化させるとともに、地域の特性や資源を活かしたビジネスによ

る大津市内の企業の発展と活力向上を推進する。 

ア．市内消費の喚起 

 地域の顧客ニーズや消費の需要に応え、地域社会に密着した商品・サービスの提供により、市

内全体の活性化を図ることで、市内消費を喚起し、小売吸引力指数を増加させる。そのためにも、

市内の小規模事業者が、魅力ある商品・サービスを開発・提供できる支援を実施する。 

 

イ．観光振興・MICE（※）誘致による消費喚起 

 国内外の観光客に“えらばれるびわ湖大津”を目指し、大津市の資源を活用した商品・サービス

の高付加価値化支援や企業が活動しやすい環境整備を推進する。また、琵琶湖畔に位置する既存

のコンベンション機能を活かした MICE誘致活動を行う。これらにより、関係人口を増やし観光

消費を拡大することによる地域内の消費を促進する。 

 ※MICE 

  多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントの総称。企業等の会議（Meeting）、企業等の報奨・

研修旅行（Incentive Travel）、国際機関・団体、学会等が行う国際会議（Convention）、展示会・見

本市、イベント（Exhibition/Event）の頭文字を取ってこう呼ばれる。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

２．経営発達支援計画の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（ 令和 5 年 4 月 1 日～ 令和 8 年 3 月 31 日） 

【実施期間の理由】 

・新型コロナウイルス感染症の影響をはじめとする、経営環境の変化に対し、よりタイムリーに、

かつ柔軟に対応するため。 

・令和 3 年度に策定した、中期経営計画（計画期間＝3 年）に基づいた計画策定とするため。 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

① 持続的発展のための経営基盤強化 

 持続的発展に向けた意欲の高い小規模事業者の発掘・育成が重要と考えることから、補助金、

融資等で相談を受ける事業者に対し、対話を重ねることによる「経営分析」を強化することで、

事業所の課題や問題点を正確に認識していただく。これまでは、各事業所が「課題である」と考

えていることについて漠然と取組んでいたため、持続的発展につながる経営基盤強化となってい

たかが不明瞭であり、事業所の意識やモチベーションの向上になっていなかった。“真の課題”を

理解いただくことで、問題意識が高まり、持続的・自発的な経営基盤強化につなげていく。 

 それぞれの“真の課題”に対しては、継続的なアプローチとフォローアップ、セミナー・個別相

談における専門家派遣を活用し、事業所の状況に応じた戦略の策定から戦術への落とし込みを行

い、伴走型支援を実施していく。 

 

② 起業・創業の促進と新産業創出 

 当所では、年に 1 回の「創業塾」の開催と、2ヵ月に 1 回の「創業サポート研修」にて創業者

の支援を行っている。引続き同様のセミナーを開催し、創業者の発掘・育成を行っていく。創業

への意欲を高めてもらうことで、創業者数を増加させることに加え、事業計画の重要性を認識し

ていただくことで、開業がゴールになるのではなく、将来における事業の発展・定着につなげて

いただく。 

 また、「事業計画策定セミナー」年に 1 回開催し、既存の小規模事業者に外部環境や自社の強

みを振り返っていただく。意欲の高い事業所には、経営革新計画の策定をいただく等、時代の流

れや顧客ニーズの変化に応じた、新たな分野への挑戦につなげていただけるよう伴走型支援を行

っていく。 

 

③ 地域内消費の促進と地域特性や資源を活かしたビジネスの育成 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、観光客は激減したが、大津市はそれ以前から、

地域にある魅力的な観光資源や地域資源を観光消費額の増加に十分に結び付けられていなかっ

た。 

大津市は京都や大阪といった大都市に近く、消費が域外へ流出しやすい地理的環境である。市
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内の消費を喚起するため、自治体と連携して住民ニーズの把握に努め、地域事業所がニーズにあ

った商品・サービスを十分に提供できるよう、経営計画策定支援や販路拡大支援を実施する。 

 2025 年に開催される大阪・関西万博や国民スポーツ大会・障がい者スポーツ大会（滋賀県開

催）を好機とするべく、現在実施している観光資源を活用した観光振興事業の強化に加え、既存

のコンベンション施設を活用した MICE誘致を図る。このためにも、地域特性や資源を活かした

ビジネスの育成は必須であり、それにつながる伴走型支援を実施していく。 

 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容  

 

３．地域の経済動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

 現在 100 社の事業者に対してサンプルに基づき年４回実施。調査項目として売上高、仕入価

格、経常利益、資金繰り、雇用、設備投資等のデータを調査。調査方法は、FAX 返信またはオン

ラインによる回答フォームからの返信の２方法で行っている。調査結果は中小企業診断士に分析

を依頼し、最終的に報告書にまとめたうえで公表している。 

 

【課題】 

 定期的な調査を実施しているが、小規模事業者および経営指導員等による効果的な活用ができ

ているとは言えない。また、FAX 返信事業所が 8 割程度を占めているが、オンライン入力フォー

ムからの回答への切替えを目指し回収率の向上も目指す。これにより、回答事業所並びに本所の

双方において事務負担の軽減、ペーパーレス化、多様な働き方に対応しつつ調査・分析を行うこ

とができるようシフトしていく。 

 

（２）目標 

  
 

（３）事業内容 

①大津企業景況調査 

管内景気動向について定期的に把握する目的から、年４回（四半期毎）大津企業景況調査を実

施し、データを収集・分析する。当該分析結果については、報告書としてとりまとめ、本所ホー

ムページ にて情報公開する。 

項目 公表方法 現行 令和5年度 令和6年度 令和7年度

①「大津企業景況調査」

調査・公表回数

当所ホームページ

にて公表
4回 4回 4回 4回

②「RESAS」

分析・結果公表

当所ホームページ

にて公表
- 1回 1回 1回
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◇調査対象 ： 管内中小企業者 100 社（製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業） 

◇調査項目 ： 売上高、仕入価格、経常利益、資金繰り、雇用、設備投資等 

◇調査手法 ： 回答者がネット上の当所回答フォームにより入力回答する 

◇分析手法 ： 外部専門家（中小企業診断士）に依頼する 

 

②「RESAS」の分析 

国が公表する各種データが横断的にまとめられている「RESAS（地域経済分析システム）」を

活用し、当所管内の経済動向を把握する。また、RESAS の観光マップでは、観光客の動向等も把

握できるため、幅広い業種の事業計画策定支援に活用していく。 

◇調査項目 ： 人口マップ、地域経済循環マップ、産業構造マップ、企業活動マップ 等 

◇分析手法 ： 経営指導員等が専門家（中小企業診断士等）と網羅的に分析し、特に事業者 

        の役に立つデータを抽出。簡単なコメントを付し、フォーマットにまとめる。 

 

（４）調査結果の活用 

 分析結果を報告書にとりまとめ、本所ホームページで公表し、広く管内事業者等に周知を図る

ことで、管内小規模事業者が事業計画策定の基礎資料として活用し、地域経済の現状把握や将来

予測に役立てることで、経営判断をするうえでの参考としていただく。 

 また、部内だけでなく、関係機関で調査結果を共有し、経営指導員等が巡回・窓口で経営指導

等をする際の参考資料として活用する。 

 

 

４．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

 当所として展示会出展の支援をした際、ブースを訪問するバイヤー等に出展者の商品について

のアンケート調査を行い、出展事業者にフィードバックしている。 

 

【課題】 

 展示会へ出展する事業者の主たる目的は「新たな販路開拓」であり、調査を目的とするもので

はない。また、展示会終了後に売上への影響については確認しているが、アンケート結果の反映

については確認できていないため、調査の効果については不透明である。 

 このような調査は、展示会出展者のみに実施しており、当所が想定している展示会出展の対象

とならない飲食業・サービス業等については実施できていない。 

 また、個者の発展のためには、市街地全体の活性化も必要となってくるが、特に重視している

中心市街地の動向について把握できていないため、ニーズに応じた対策を取れているとはいえな

い状況である。 
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（２）目標 

  
 

（３）事業内容 

①飲食・サービス業の顧客を対象としたアンケート調査 

 「5.経営状況の分析に関すること」および「6.事業計画策定支援に関すること」で支援する予

定の小規模事業者のうち、飲食業・サービス業を選定し、その店舗の顧客に向けたアンケート調

査を実施する。アンケート集計の結果は、専門家と経営指導員等が分析し、事業者にフィードバ

ックする。 

ア．飲食店顧客需要調査 

◇調査対象 ： 管内飲食店 

◇調査方法 ： テーブルアンケート 

◇調査回数 ： 年 1 回 

◇調査項目 ： 顧客の属性、メニュー、価格、味、量、食材、店の雰囲気 等 

◇サンプル数： 100 名 

◇分析手法 ： 経営指導員等が専門家と連携して分析 

 

イ．サービス業顧客需要調査 

◇調査対象 ： 管内サービス業者 

◇調査方法 ： 店頭アンケート 

◇調査回数 ： 年 1 回 

◇調査項目 ： 顧客の属性、提供サービス内容、価格、店の雰囲気 等 

◇サンプル数： 100 名 

◇分析手法 ： 経営指導員等が専門家と連携して分析 

 

 ②中心市街地を対象とした需要動向調査 

 市内消費喚起と中心市街地の活性化を図るため、大津市と連携し、市民に対するアンケート調

査を行う。本計画の初年度に調査を行い、本計画期間中の経営指導等に活用する。大津市が月 2

回発行している「広報おおつ」にアンケートを掲載し、ネットを活用して回答いただく。結果に

ついては、対象エリアの事業者にフィードバックを行う。「普段買い物をするエリア」や「大津市

で買い物をする理由・しない理由」等、大津市民の活動傾向等を把握いただくことで、店舗構想

や自社商品の改良につなげていただく。また、経営指導員等でも共有することで、店舗に対する

個社支援や、創業支援時の出店場所の選定に対するアドバイスに活用する。 

 

項目 現行 令和5年度 令和6年度 令和7年度

①ア．飲食店顧客需要調査事業者数 - 2者 2者 3者

①イ．サービス業顧客需要調査事業者数 - 1者 2者 2者

②中心市街地を対象とした需要動向調査 - 本計画期間中1回
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◇調査対象 ： 大津市民 

◇調査方法 ： WEB アンケート 

◇調査項目 ： 大津市で買い物をする理由・しない理由、よく買い物をするエリア 等 

◇分析手法 ： 経営指導員等が専門家と連携して分析 

 

 

５．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

［小規模事業者］ 

 これまで、経営分析に関しては、小規模事業者経営改善資金（マル経）推薦等の金融支援や、

経営革新計画、各種補助金の申請、または事業所からの自発的な要請があった場合のみに行って

いる。小規模事業者は、経験や長年の感覚で経営を行っていることが多く、財務諸表の把握や経

営課題の認識が低い。このため、分析の深耕が不足していることから、“真の課題”にたどり着け

ておらず、誤った戦術を取っていることが多い。 

［経営指導員等］ 

 当所における経営状況の分析は、マル経融資推薦時に決算書の内容から行う財務分析や、各

種補助金の申請支援時に実施するSWOT 分析等、単発のものが多くを占め、継続した経営分析

に取り組めていない。また、経営指導員等の経験やスキルによって差異が生じており、事業所

が考える課題が本当に正しいかを判断しないまま、支援を行っている場合も多い。 

 

【課題】 

 経営分析により、事業者自身が認識していない、あるいはまだ顕在化していない経営上の強み

や弱み、問題点を把握し、的確な対応をすることが経営の安定化につながる。しかし、表面的か

つ単発的な分析のみに留まっており、「自社のことを客観的に把握し、的確に問題点を把握する

ことで、それを基に経営改善から持続的な発展に役立てる」という経営分析の本来の目的達成に

向けた取組みを行える関係性の構築やスキルの向上が課題である。 

 

（２）目標 

  
※現行は、前述のとおり、表面的・単発的な経営分析支援となっていることから、経営分析の本来の

目的に合致する分析が可能な支援体制を構築していく。 

 

（３）事業内容 

 以下の事業所に対し、対話と傾聴を用いて、事業者の想いや考えを引き出すことで、経営分析

の本来の目的を達成していただく。 

項目 現行 令和5年度 令和6年度 令和7年度

経営分析事業者数 229者 40者 50者 60者



１６ 

 

ア．補助金申請者・経営革新計画策定者からの発掘 

 持続化補助金等の各種補助金申請者や経営革新計画策定者等、意欲的な経営者に対し、経営分

析支援の重要性について周知を行ったうえで、活用を促す。 

イ．融資申込者からの発掘 

 マル経融資や県制度融資等、決算書を徴求することができる融資申込者に対し、金融支援に必

要な分析だけでなく、自社についてより深く把握していただき、持続的な発展に役立てていただ

く。 

 そのうえで、対象事業者からのヒアリングや提供された資料を基に、経営指導員等が「ローカ

ルベンチマーク」等の分析ツールを活用して行う。これにより、支援内容の平準化が可能となる。 

◇対象者  ： 経営分析を必要とする、管内の意欲的な事業者 

◇分析項目 ： ・財務分析（定量分析） 

          収益性、安全性、生産性、成長性 等 

        ・SWOT 分析（定性分析） 

          内部環境＝商品・製品・サービス、仕入先・取引先、人材・組織 

               技術・ノウハウ等の知的財産、デジタル化・IT 活用の状況等 

            外部環境＝商圏内の人口・人流、競合、業界動向等 

◇分析手法 ： 「ローカルベンチマーク」や「TOAS 機能」等を活用し経営指導員等が行う。 

        専門性の高い分析については、専門家派遣等を活用しながら実施する。 

 

（４）分析結果の活用 

 経営分析の結果は、経営指導員等が事業所に説明することでフィードバックし、事業計画の策

定等につなげていく。経営分析により経営における“真の課題”が顕在化した際は、専門家との連

携も図りながら、相談実施時に分析結果を活用した経営改善提案を行っていく。 

 また、分析結果は、データベース化し内部共有することで、経営指導員等のスキルアップに活

用する。 

 

 

６．事業計画策定支援に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

 経営分析と同様、事業計画策定支援についても、小規模事業者経営改善資金（マル経）推薦等

の金融支援や、経営革新計画、各種補助金の申請、または事業所からの自発的な要請があった場

合のみに行っている。また、これも同様に、方法・内容については各経営指導員等に委ねられて

いるため、結果的に補助金の採択や融資の実行につながってはいるが、内容にはバラつきがある。 

 また、小規模事業者の創業にあたり、開業資金や創業補助金に関する相談があった際には、あ

る程度中長期的な事業計画の策定ができているが、開業資金・創業補助金を活用しない場合に事

業計画書を策定することは稀である。 
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【課題】 

 経営分析等を通じて自社の状況を理解した結果、小規模事業者自身が事業計画策定の必要性を

認識しても、計画策定に必要な手法や情報・人材・時間が不足しており、事業計画策定に至らな

いケースがある。また、計画策定に至っても、同様の理由で今後の事業発展につながるレベルの

事業計画になっていないケースが多い。 

 また、経営指導員等の事業計画策定支援のスキル不足のため、実効性の高い事業計画や、ライ

フスタイルに応じた事業計画の策定支援ができていないことも課題である。 

 近年、デジタル化について計画内に盛り込んでいる事業者は増えているが、まだまだデジタル

化に対する優先度が低いことが現状としてある。デジタルの活用が新規顧客開拓等の売上の向

上、プロセスの改善や生産性の向上による利益の確保につながることを訴求して、デジタル化を

促進する必要がある。 

 

（２）支援に対する考え方 

 「5.経営状況の分析に関すること」により経営分析を行った事業所の 6 割程度を対象に、対話

と傾聴を行うことで、事業計画策定やデジタル活用の重要性を認識していただき、経営者の「自

走化」につながる計画策定に取組んでいただけるよう、セミナーの実施や平時の個社支援に取組

んでいく。 

そのうえで、小規模事業者のニーズとしては、「売上・利益の拡大を目指す」、「融資・補助金を

活用する」、「創業したい」、「経営をよりよくしたい」、「後継者に事業を引継ぎたい」等、各事業

所のステージに応じた目的があり、その手段として事業計画を策定し、計画的に経営を行ってい

ただけるよう支援していく。 

 さらに、事業計画の策定がゴールとなっては本末転倒であり、事業者のモチベーションを向上

させ、策定した事業計画を自発的に、確実に実行に移し、事業計画を策定するに至った当初の目

的を達成していただいたうえで、さらなる事業の発展につなげていただくよう、策定支援、伴走

型の指導・助言を行っていく。 

 

（３）目標 

 
※経営分析と同様、現行は、前述のとおり、表面的・単発的な経営計画策定支援となっているこ

とから、経営計画策定の本来の目的に合致する支援が可能な支援体制を構築していく。 

各セミナーの参加者募集については、当所のホームページ、公式 LINE、会報に加え、大

津市の広報誌にも掲載し、広く募っていく。 

項目 現行 令和5年度 令和6年度 令和7年度

①事業計画策定セミナー開催回数 1回 1回 1回 1回

②DX推進セミナー開催回数 3回 3回 3回 3回

③ア．「創業塾」開催回数 1回 1回 1回 1回

③イ．「創業サポート研修」開催回数 3回 3回 3回 3回

④事業計画策定事業者数 12者 15者 18者 25者

⑤創業計画策定事業者数 11者 10者 12者 15者
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（４）事業内容 

①「事業計画策定セミナー」の開催 

 当所管内の既存小規模事業者を対象に、事業計画策定セミナーを開催する。セミナー内では、

グループディスカッションを行うことで、他の経営者の考えを聞いたり、自身の意見を述べたり

することで、参加者同士のモチベーション向上につなげる。また、事業者に他社の事例等を通じ

て事業計画策定の重要性を認識してもらい、事業計画策定のポイントを知ってもらうことによ

り、実現可能な事業計画の策定ができる。 

また、セミナー参加者には、経営指導員等が中心となり専門家とも連携しながら事業計画策定

までのフォローアップを行う。その際には、対話を通じて、事業者の潜在能力を引き出し、各事

業者の実態に応じた実効性の高い支援につなげる。 

 

②「DX（デジタル活用）推進セミナー」の開催 

 デジタル活用等の優先順位が低い小規模事業者は依然多いが、優先順位を高めている小規模

事業者も増加している。新型コロナウイルス感染症流行後における需要は、オンラインでの商

談や営業、ホームページ、SNS活用、動画活用、ECサイト等大きく変動している。 

まずは関心の高い事業者向けに、DXに関する基礎知識を習得してもらうとともに、実効性の

あるITツールやプロモーション面を推進するため、セミナーを開催する。 

 

③創業セミナーの開催 

ア．「創業塾」の開催 

 創業者及び創業予定者を対象に、創業者の支援ニーズに応えながら、創業家の発掘から育成、

地域への定着を図ることを目的に産業競争力強化法に基づく大津市・草津市の特定創業支援事業

計画の一事業として「創業塾」を開催する。 

イ．「創業サポート研修」 

 2 ヵ月に 1 回、創業に関する知識をコンパクトに学べる「創業サポート研修」を開催すること

で、創業者への間口を広げ、創業環境の整備を行う。 

 

④事業計画策定支援 

 「5.経営状況の分析に関すること」により経営分析を行った事業所や、「事業計画策定セミナー」

「DX推進セミナー」に参加した事業所を中心に、事業計画策定支援を行う。 

 成長期にある事業者に対しては、売上、利益向上に資するため、販路開拓に関する取組み、成

熟期にある事業者に対しては、経営革新計画の策定支援、停滞・衰退期にある事業者に対しては

経営改善や事業承継支援等、企業の抱えている課題が異なるため、それぞれの事業者が置かれて

いるライフサイクルに応じた支援を行っていく。 

 経営計画策定支援は、経営指導員等が中心となり、専門家や関係機関と連携しながら、実施し

ていく。 
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⑤創業計画策定支援 

 「創業塾」に参加した事業者や窓口での相談を受けた事業者を中心に、創業計画策定の支援を

はじめ、資金調達に関する助言、創業に関する手続き、商圏調査、マーケティング調査等により

持続的な経営が行えるよう継続支援を実施する。 

 

 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

 各種補助金に関わる事業計画策定、経営革新計画策定、創業計画策定ともに、事業の進捗確認

を行っているが、事業者からの申し出がない限り、具体的なフォローアップはできていないケー

スが大半である。特にセミナー開催後に計画策定したものについては、フォローアップできてい

るが、個者支援により策定したものについては、実施時の支援が不十分といえる。 

 

【課題】 

 資金面や人材面等、経営資源に制約がある小規模事業者は、日々の業務に追われ、策定した計

画に沿った事業の実行が後回しになりがちである。このため、経営指導員等によるフォローアッ

プが重要となっているが、その時期や手法は各自の裁量に委ねられており、効果的なフォローア

ップができていないことが課題である。 

 

（２）支援に対する考え方 

 「6.経営計画策定支援に関すること」により経営計画策定を行った事業者に対し、経営指導員

等が、電話や巡回訪問等で定期的に事業者と接触し、策定した事業計画の進捗状況を確認する。

事業者とのコミュニケーションを図りながら、伴走型支援による事業計画のフォローアップ支援

を行うことで、事業計画の再認識と計画実行による売上や利益率向上の成果につなげる。 

 一方で、事業の実行が後回しになっている事業所に対しても、対話と傾聴による伴走型の支援

を徹底することで、経営者の「自走化」のための内発的動機づけを行っていく。その過程の中で、

経営環境の変化等により、新たな課題が発生した場合は、再度計画の修正を行う等、柔軟かつ事

業者の状況に応じた対応を行っていく。 

 

（３）目標 

  ①事業計画策定事業者向け 

 

項目 現行 令和5年度 令和6年度 令和7年度

フォローアップ対象事業者数 113者 15者 18者 25者

頻度（延べ回数） 500回 60回 72回 100回

売上増加事業者数 - 5者 6者 8者

営業利益率1％以上増加の事業者数 - 5者 6者 8者
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②創業計画策定者向け 

 
※現行では、事業計画策定支援の事業者と創業計画策定支援の事業者を分けていないため、創業計画

策定者のフォローアップについても「事業計画策定支援事業所向け」に内包。 

※経営分析、経営計画策定支援と同様、現行は、前述のとおり、表面的・単発的なフォローアップと

なっていることから、事業の継続的な発展、売上・利益の増加が可能な支援体制を構築していく。 

 

（４）事業内容 

①事業計画策定事業者向けの支援 

 事業計画策定後、定期的（３カ月に１回程度）に訪問し、外部環境への対応を踏まえた進捗状

況の確認、予定と実行の乖離への対応等へのフォローアップを徹底する。経営環境の変化等によ

り新たな課題が発生した場合は再度計画の修正を行う。 

 また、「事業計画策定セミナー」の参加者を中心とし、フォローアップセミナーでの集団指導に

よって、個別対応ではできない事業所間の交流を図るとともに、計画を実行するモチベーション

の向上を図る。 

 事業所のライフサイクルにより、フォローアップの手法は異なるので、その課題に対し、適切

なアプローチを行うことで事業者の「自走化」による成長を促す。 

ア．成長期 

・事業計画策定で顕在化した、販売・営業力強化、資金調達、新製品・新サービス開発、プロモ

ーション戦略等の重要な経営課題に対し、持続化補助金をはじめとする各種補助金の活用の促進

や、専門家等と連携した個別の伴走型支援を実施する。 

・策定した事業計画に対して、事業者が主体となり、PDCA サイクルを回していただき、必要に

応じて事業計画の見直しを行う。 

イ．成熟期～停滞・衰退期 

・さらなる発展のために、経営革新計画や事業再構築補助金に採択された事業所に対し、円滑な

事業実施のために必要な専門家派遣等のフォローアップや金融支援を行う。 

・再生支援や事業承継支援が必要な事業所には、滋賀県中小企業活性化協議会、滋賀県事業承継・

引継ぎ支援センターの関係機関の他、金融機関とも連携をしながら、円滑な事業実施につなげて

いく。 

 

②創業計画策定者向け支援 

 創業計画策定者は、事業計画策定事業者以上に経営資源が限られており、持続的発展のための

計画実行が困難である。そのため、創業計画策定者に対しては、創業 1年後の黒字化を目指し、

以下の支援を実施していく。 
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・現状を把握し、課題を見つけたうえで、解決策を一緒に検討する。また、必要に応じて、事業

計画の修正を行う。 

・事業開始後の資金需要を確認し、借入が必要な場合は、金融機関と連携を図って、円滑な資金

調達を支援する。 

・大津市の創業促進補助金や持続化補助金を活用した新規顧客開拓や販売促進の支援を行う。 

・「創業塾」の参加者を中心に、フォローアップセミナーを開催し、事業所間の交流および、計画

実行に対するモチベーションの向上を図る。 

  

 

８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

 当所では、販路開拓のノウハウを学ぶセミナーの実施や、展示会への出展支援等、事業者に向

けた様々なメニューを用意しているほか、専門家及び、経営指導員等による指導を行うことによ

り、事業者に対する新たな需要の開拓支援を実施している。加えて、「大津百町百福物語」という

推奨物産品の認定制度を設けることで、大津が誇る物産品のブランディング事業を展開し、多角

的な販路拡大に向けた支援を行っている。 

 また、越境 EC 等海外販路開拓に取組みたい小規模事業者も増加傾向にある。 

 

【課題】 

   小規模事業者は、DXを活用した販売促進に消極的な傾向があるため、データに基づく顧客管

理や販売促進、SNS情報発信、EC サイトの活用等への意欲を促し、売上増加へつなげる必要が

ある。 

展示会等出展に関しては、会期前後の経営指導員等によるフォローアップ等が不十分であり、

商談を行えたとしても成約に至らないケースが多くなっている。 

また、海外販路の開拓に取組みたい小規模事業者が増加している傾向にあるが、支援メニュー

が整っていないため、効果的な支援ができているとはいえない状況である。 

 

（２）支援に対する考え方 

経営資源の乏しい小規模事業者が、独自で実施することが困難な取組みに対して支援を行って

いく。販路開拓の意欲は高いが、ノウハウが乏しい、発信力が弱い、商談会等へ出展するほどの

人員と資金を有していない小規模事業者を中心に支援する。 

事業者が新たな需要を獲得できるよう、ノウハウを蓄積させ、将来的には自主的に販路開拓に

取組めるよう指導していく。 

DX に対する取組みについては、WEB サイトや SNS での情報発信、EC サイトの利用等、販路

開拓支援やセミナーを行い、理解を深めていただくことで、身の丈に合った取組みを支援してい

く。 
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（３）目標 

 
各事業の参加者募集については、当所のホームページ、公式 LINE、会報に掲載し、広く募る。 

 

（４）事業内容 

①展示会等出展支援 （BtoB） 

 新商品・新サービスの販路拡大等に取り組む小規模事業者を対象に、国内で開催される展示会

等への出展を支援する。 

展示会等の出展者に対しては成約率を高めるため、効果的にアピールするための顧客提供価値

の整理、展示方法、プレゼンテーション方法等を事前に個別支援。事後には、名刺交換した商談

相手へのアプローチ手法を指導する等、商談成立に向けた実効性の高い支援を実施する。 

 

［想定する展示会］ 

◇名称  ：東京インターナショナル・ギフト・ショー 

◇概要  ：年２回開催される日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市。国内外の

バイヤーが来場する。 

来場者数 ＝2022 年春 144,923人  2022年秋 192,334 人 

出展者数 ＝2022 年春 2,164 者   2022 年秋 1,988 者 

◇対象  ：新たな販路開拓に意欲的に取り組む管内小規模事業者 

◇成果測定：商談件数・成約件数 

 

 

②日本貿易振興機構（JETRO）を活用した海外販路開拓支援 （BtoB） 

 世界約 70 カ所以上の海外ネットワークを活用したサービスメニューを取り揃えている日本貿

易機構（JETRO）と密に連携し、海外販路拡大を希望する事業者に対して効果的な支援メニュー

への参加を促す。リスクの高い海外販路開拓を安全安心に実現できるようサポートする。 

 

［想定するメニュー］ 

◇名称  ：JAPANMALL（海外における EC 販売プロジェクト） 

◇概要  ：世界 60以上の連携先 EC バイヤーに商品を紹介する事業。原則、国内納品・国内買

取・円建て決済で取引が完結するため、複雑な輸出手続きが不要。 

項目 現行 令和5年度 令和6年度 令和7年度

①展示会参加事業者数 6者 6者 6者 6者

新規成約件数／者 1件 1件 2件 3件

②海外販路開拓支援者数 - 1者 2者 3者

新規成約件数／者 - 1件 1件 2件

③ITを活用した販路開拓取組み事業者数 - 5者 6者 7者

売上増加率／者 - 20% 33% 40%
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◇対象  ：海外販路開拓に意欲的に取り組む小規模事業者 

◇成果測定：商談件数・成約件数 

 

③IT を活用した販路開拓取組み支援 （BtoC） 

 WEB サイトやＳＮＳでの情報発信、ＥＣサイトの構築、クラウドファンディング等に関する

セミナー・個別相談会等を通じ、ITを活用した販売促進戦略の策定やターゲットの明確化等を行

い個者の課題に応じた支援を行う。導入に向けては、適宜専門家派遣を派遣し助言を行いながら、

身の丈にあった IT の活用を進め、将来的には事業者自身が考え実行できる自走化を目指す。 

◇対象  ：販路開拓に意欲的に取組む小規模事業者 

◇成果測定：IT 導入による売上増加率／者 

 

 

Ⅱ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

９．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

 毎年、外部有識者等で構成する「経営発達委員会」を開催し、各事業について報告するととも

に、外部有識者より経営発達支援計画の事業評価、目標の達成状況に対する意見を聞く場として

いる。 

【課題】 

 外部有識者より意見を聞いているが、部内の会議で共有されていないこともあり、部分的な事

業の見直しに留まっているため、全ての指摘を改善に活かしきれていない。今後は、委員会で出

た評価・助言を活かし、PDCA サイクルを回しながら、事業の改善に努めていく必要がある。 

 

（２）事業内容 

 外部有識者（日本政策金融公庫、滋賀県中小企業診断士協会、学識経験者等）、申請者である大

津市産業観光部商工労働政策課、当所法定経営指導員等で構成する「経営発達委員会」を設置し、

毎事業年度 2 回、本計画に記載の事業の実施状況および成果について、評価・検証を行う。また、

計画の進捗状況が芳しくない場合は、改善策について助言を行う。さらにそれらを踏まえたうえ

で、来年度の方向性について検討する。 

 同委員会による評価決定後は、部内会議にて法定経営指導員を中心に、同委員会の評価・改善

策をもとに次年度の事業方針を策定する。 

 本事業の成果・評価結果は、当所ホームページにおいて公表し、管内の小規模事業者が常に閲

覧可能な状態とする。 
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１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

 滋賀県商工会議所連合会主催の研修をはじめ、中小企業大学校主催の研修等、経営指導員等の

スキルアップを図る研修に参加している。また、専門家との同行・同席による OJT で資質の向上

を図っている。 

 

【課題】 

 現状の資質向上に向けた取組みは、体系的・計画的に行われているとは言えず、知識やノウハ

ウの習得・定着は各経営指導員等で差異があり、これがそのまま支援能力レベルに直結している。 

支援現場では、事業者と担当経営指導員等の 1 対 1の関係が築かれ、第三者の目や声が届きに

くい実情がある。担当者のスキルの差は、事業者の経営能力に直接的な影響を与えてしまう恐れ

があり、支援スキルの平準化や 1 事業者に対する支援策を複数人の経営指導員等で検討する等の

工夫が必要である。 

 

（２）事業内容 

①専門家との同行・同席による OJT 

 専門家による個別指導に同行・同席し、経営指導員等の支援能力を向上させる。専門家派遣に

おいては、事業者からの相談案件を専門家に「丸投げ」するのではなく、経営指導員等も相談の

場に必ず同席することで、専門家の知識、技術（対話力・傾聴力・問題解決までの誘導等）を習

得し、自身のレベルアップにつなげる。将来的には、一定レベルの相談に対しては、経営指導員

等自身で解決できるだけの支援能力の向上を図る。 

 

②案件検討会の実施 

 経営指導員等の支援案件（進行中）を月例の部内会議にて検討する場を設定する。毎回、担当

者 1 名が取組んでいる案件を取り上げ、「今後どのような方向性で進めていくべきか」等をディ

スカッション形式で検討する。これにより、当該案件の精度向上が図れるだけでなく、経験の少

ない経営指導員等の知識・技術の向上と支援能力の平準化を図っていく。 

 

③外部研修会等の積極活用 

 本事業の実行を担保するため、経営指導員および一般職員の支援能力の向上のため、日本商工

会議所や中小企業大学校、滋賀県商工会議所連合会等が開催する「経営支援能力向上」（経営分析

支援・事業計画策定支援・経営革新計画策定支援等）をテーマとした研修会に、積極的かつ計画

的に参加する。DX や事業計画策定等の、知識の習得だけでなく、対話と傾聴を用いた経営指導

につながるスキルアップを図ることにも重点を置く。 
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【DX推進に向けたセミナー】 

 特に DX 推進については、喫緊の課題であり、かつ支援にあたってはより多くの知識が必要と

なってくることから、各事業所のニーズに合わせた指導ができるよう、優先的に参加する。 

＜DXに向けた IT・デジタル化の取組み＞ 

ア．業務効率化の取組み 

ＲＰＡシステム、クラウド会計ソフト、電子マネー商取引システム等のＩＴツール、テレワーク

の導入、補助金の電子申請、情報セキュリティ対策等 

イ．需要開拓等の取組 

ホームページ等を活用した自社ＰＲ・情報発信方法、ＥＣサイト構築・運用、オンライン展示会、

ＳＮＳを活用した広報、モバイルオーダーシステム等 

 

【経営支援能力向上セミナー】 

 伴走支援を行うにあたっては、提供する知識の習得以外の経営指導員等のスキルアップも必要

であるため、対話と傾聴につながるものや、ファシリテーションスキルを向上させる内容のセミ

ナーについては積極的に参加する。 

 

④職員間勉強会の実施 

 ③の取組みにおいて、セミナー参加した職員が講師となり、直近の職員全体会議において当該

テーマについての勉強会を実施する。これにより、知識・ノウハウの共有やスキルの平準化がで

きるだけでなく、受講した職員が講師を務めることで、当該職員の知識の定着にもつなげていく。 

 

⑤当所主催セミナーへの積極参加 

 これまで、当所主催のセミナーについては、担当職員のみが会場に同席するのみであった。当

所主催のセミナーは、基本的には事業所向けの内容にはなっているものの、事業所を支援する際

の知識を習得するにあたっても非常に有益な内容となっていることから、積極的な参加を促して

いく。 

 

 

１１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

 これまでも、他の支援機関との連携ができる会議等には積極的に参加して、情報交換・情報共

有を中心に行っていたが、そこで得た情報を全て部内で共有できておらず、また、その情報を活

用した支援を行えていたとは言えない。 

 

【課題】 

 小規模事業者が抱える課題は多様化・複雑化しており、それらに対応していくためには、他の
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支援機関との連携を密にし、そこで得た情報やノウハウをいかに活用し、支援能力の向上につな

げていくかが課題となっている。 

 

（２）事業内容 

①大津市中小企業・小規模企業等振興推進会議（年 3 回） 

 大津市が主催となり、市内の 2 商工会や金融機関だけでなく、近畿経済産業局、滋賀県中小企

業支援課、学識経験者（大学教授）に加え、各商工会議所・商工会が推薦した事業者で組織され

る。大津市の産業振興を総合的かつ計画的に推進していくために、施策の検討や意見集約、情報

交換を行う。 

 様々な立場からの、多角的な意見・情報を収集できるだけでなく、事業者からの施策に対する

“生の声”を聴くことができることで、よりタイムリーで実効性の高い支援につなげることができ

る。また、参加者間の緊密な連携・協働を図ることで、より効果的な振興施策の推進につながる。 

②経営改善資金（マル経）推薦団体連絡協議会（年 1 回） 

 日本政策金融公庫大津支店と、管轄地域内の商工会議所・商工会が連携して開催する協議会で、

小規模事業者に資金需要の動向や支援事例を共有し、小規模事業者からの資金需要に対する支援

力向上を図っている。 

 

 

Ⅲ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１２．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

コロナの影響により活動は制約されていたが、経済活動再開の段階になり、改めて行政や市内

外の団体組織との連携体制を整え、物産や観光振興事業を再開している。 

 

【課題】 

大津市民は、隣接する京都市内等で消費活動を行う傾向が非常に強い。また今後、少子高齢化、

人口減少が進む。そのことから、市民による市内での消費を喚起することと併せて、市外、国外

からの消費を誘引する必要がある。大阪・関西万博等の大型イベントが関西で開催される好機を

活かして市内へ誘客し、事業者が成果を出しやすい環境づくりを進めなければいけない。 

 

（２）事業内容 

①大津物産振興支援事業 

 「大津百町百福物語」というブランド名で推奨物産品の認定制度を展開、認定商品の県内外へ

の販路拡大や地域としての魅力強化を目的とし、大津市、びわ湖大津観光協会と管内事業者を実

行委員とし、審査会を年 1回、振興委員会を年 3 回実施している。 
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 認定審査には、歴史博物館や食品衛生専門家などにも加わっていただき、商品の歴史背景や安

全性等、多面的に評価できる体制のもと、ブランド力の向上に努める。 

 認定商品の販路拡大のために、日本商工会議所の支援事業に積極的に参画しつつ、観光協会と

の連携により販売機会を提供する。ただ、認定事業者の人手不足が、イベント会場への出店や展

示会出展の制約となっていることから、効果的な販売代行の方法も検討する。その他、SNSツー

ル（Instagram）による情報発信や各種メディアへの認定商品情報提供など、認知度向上の支援策

にも取り組む。 

 

②みーつ びわ湖・大津事業 

 みーつ びわ湖・大津事業は、大津の魅力を体験プログラムと組み合わせて、市内に観光客を呼

び込もうというプロジェクトである。大津市、びわ湖大津観光協会、大津市商店街連盟と管内事

業者が委員となり、委員会を年 4 回開催している。 

 地域事業者が幅広く参画して体験やまちあるきの機能を充実、回遊性を意識し、食事や買物、

観光も組み合わせて地域全体で観光地としての魅力を備えることを共通認識とする。 

 地域において同種の観光誘客事業に取り組む行政や観光協会との役割分担が必要と感じるこ

とから、本所は個店支援を中心とした事業へ軸足を移す。生活に根付いた隠れた名店の魅力を個

店支援により磨き上げ、他組織との連携による観光商品への組み込みを通じて、個店への誘客を

図る。 

 

③琵琶湖疏水沿線魅力創造事業 

 琵琶湖疏水（滋賀・大津～京都・蹴上間）沿線の魅力創造・発信によって、市民生活や産業・

文化を支える疏水の建設の意義を広く認識いただくことや、疏水沿線地域の更なる活性化を図る

ことを目的とし、平成３０年度に本格運航を開始したびわ湖疏水船を中心に事業を展開してい

る。滋賀県、大津市、びわ湖大津観光協会、京都市、京都市観光協会が中心となり、協議会を組

織し、年 6回開催している。 

 びわ湖疏水船は令和２年に日本遺産に認定され、令和５年には琵琶湖観光の拠点である大津港

まで航路を延伸する計画である。大津市の観光は認知度の低さが課題となっており、京都との事

業連携効果を活かして情報発信に努め、併せて疏水船発着地である大津港近隣の魅力を高めるこ

とで、京都から大津へ観光客の来訪意欲を高め、大津港から市内への波及による地域の更なる活

性化に向けて他団体と協力して取り組む。 

 

④中心市街地活性化に係る事業 

・大津まちなか飲食店支援プロジェクト 

スペインの街なかで見かける"気軽に入れる居酒屋"「バル」を市内の店舗に見立て気軽に色々

なお店をハシゴして食べ、飲み、話し歩くという、グルメイベント『大津百町まちなかバル＆マ

ルシェ』や、複数の飲食店からお弁当を一堂に集めて販売する「おおつお弁当公園プロジェクト」

などを実施している。本所は事業発足当初から、まちづくり大津が中心となる、大津まちなか飲
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食店支援プロジェクト委員会に参画。年 6 回の委員会を通じて、飲食店の支援と大津観光の入口

となる大津駅前の賑わいの創出に協力する。 

 

・びわ湖岸誘客イベント 

 大津市への観光客はゴールデンウィークや夏休みを中心に賑わいを見せるが、ハイシーズン以

外にも大津への来訪意欲が高まるよう、琵琶湖観光のゲートウェイである大津港近くのなぎさ公

園において、数週間にわたって誘客可能なイベントを計画する委員会を年 8 回開催している。委

員会は大津市、びわ湖大津観光協会、市内事業所で組織している。 

 本場ドイツ・ミュンヘンの雰囲気を楽しめるビールの祭典“オクトーバーフェスト”が、日本各

地で開催され実績が上がっていることから、“びわ湖オクトーバーフェスト”として継続実施を検

討する。 

 また、伝統的な夏まつり “江州音頭総踊り“を継承するイベントとして、”びわ湖大津ビワコイ

祭り“が、びわ湖大津ビワコイ祭り実行委員会により実施されている。同実行委員会が年 6 回行

われており、当所も参画し、賑わい創出に協力する。 

 

⑤びわ湖コンベンションストリート構想における MICE 誘致 

 先進地においては、既に成長戦略を達成する手段の一つに MICE 誘致を位置付け、MICE 開催

を通じて地域産業の活性化や都市の競争力を高めている状況にある。 

 本所においては、2025 年大阪・関西万博、2025年に滋賀県で開催される国民スポーツ大会を

好機と捉え、滋賀県・びわ湖のポテンシャルを最大限に発揮し、琵琶湖周辺（大津港～なぎさ公

園一帯）に立地している官民のコンベンション施設の集積を活かし、琵琶湖を活用した特色ある

ツーリズムの提供、観光振興による地域の賑わい創出等につなげるために、戦略的にコンベンシ

ョン誘致を推進する。当所が主管となり、滋賀県、大津市、県内商工会議所や経済団体を中心と

した委員会を年 3 回開催する。 

 また、びわ湖アリーナの建設を目指した調査研究を進めており、建設を契機とした地域の魅力

向上、中心市街地活性化へとつなげるためには、時間消費、コト消費を促すような、来訪者を受

け入れる取り組みが中心市街地において必要であり、地域資源を活用したまちづくりも同時に推

進する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（ 令和 4年 11月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達

支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 

等） 

 
（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営

指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

 ◇氏名  ： 藤本 正勝 

 ◇連絡先 ： 大津商工会議所 TEL：077-511-1500 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

 経営発達支援事業の実施、実施にかかる指導および助言、部内会議における目標達成に向けた

進捗管理、「経営発達委員会」での事業の評価・見直しをする際の必要な情報の提供 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①大津商工会議所 

 〒520-0806 滋賀県大津市打出浜 2-1 コラボしが２１ 9階 

       大津商工会議所 中小企業振興部 

       TEL：077-511-1500  FAX：077-526-0795 

       E-mail：sodansho@otsucci.or.jp 

 

②関係市町村 

〒520-8575 滋賀県大津市御陵町 3-1 

大津市 産業観光部 商工労働政策課 

TEL：077-528-2755  FAX：077-523-4053 

E-mail：otsu1601@city.otsu.lg.jp 

主査（経営支援員） 1名 法定経営指導員 1名

専務理事

常務理事・事務局長

【中小企業振興部】

＜中小企業相談所＞

所長                                  1名

【企画総務部】

部長 1名

課長補佐 1名

経営指導員 5名

経営支援員 1名

主事 2名

大津市

商工労働政策課
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

必要な資金の額 13,250 13,750 13,750 

 

景気動向調査 

セミナー開催費 

専門家派遣事業費 

販路開拓支援事業費 

職員資質向上費 

地域経済活性化事業費 

550 

1,500 

5,000 

2,700 

500 

3,000 

550 

1,500 

5,000 

3,000 

500 

3,200 

550 

1,500 

5,000 

3,000 

500 

3,200 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費収入、各種事業収入、国・県・市補助金、事業委託費 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 


